
 

 

方式審査便覧 

０７．６２ 

- 1 - 

０７．６２  

 

中小企業地域資源活用促進法の規定による

手数料等の軽減について（商）  

 

 

１．軽減の要件と内容  

中小企業地域資源活用促進法において規定する、主務大臣の認定を受けた地

域産業資源活用事業計画（以下「認定計画」という。）に従って行われる中

小企業地域資源活用促進法第１０条第１項に規定する認定地域産業資源活用

事業 注 １に係る商品又は役務（以下「認定地域産業資源活用商品等」とい

う。）に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登

録を受けようとする者又は登録料を納付すべき者が、当該認定地域産業資源

活用事業 注 １の計画の認定を受けた中小企業者（以下「認定地域産業資源活用

事業者 注 ２」という。）であってるときは、商標法第７条の２第１項に規定す

る組合等 注３である場合には、その事業の認定計画 注４の実施期間内に限り、商

標登録出願の手数料、設定登録料又は更新登録料が１／２に軽減される（中

小企業地域資源活用促進法１４条１項、２項、中小企業地域資源活用促進法

施行令３条２項、４条２項）。  

２．申 請 書 に 添 付 す る 証 明 書  

軽減に係る申請書に添付すべき書類は、「表」の右欄に掲げるものである

（中小企業地域資源活用促進法施行令３条１項、４条１項）。  

「 表 」  

要件  証明書  

（１）ア．認定地域産業資源活用事業

者注２であること  

（２）イ．申請に係る地域団体商標の

商標登録について認定地域産業資

源活用商品等に係る地域団体商標

の商標登録の出願手数料、設定登

録料又は更新登録料に係るもので

あること  

（３）ウ．認定計画 注４の実施期間内に

出願されたもの、設定登録のため

の納付又は更新登録の申請がされ

たものであること  

申請に係る地域団体商標の商標登録

がについて、認定地域産業資源活用

商品等であることを証する書面及び

認定計画 注４の写し  
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（新規改訂平成令和３１２・４）  

 

                                                
注 １  認定地域産業資源活用事業とは、中小企業地域資源活用促進法第６条第１項の認定

に係る地域産業資源活用事業計画（同法第７条第１項の変更の認定又は同条第２項の

規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの）に従って行われる地域産

業資源活用事業（中小企業地域資源活用促進法２条３項）をいう（中小企業地域資源

活用促進法７条３項、１０条１項）。  
注 ２  認定地域産業資源活用事業者とは、中小企業地域資源活用促進法第６条第１項の認

定をうけた中小企業者（中小企業地域資源活用促進法２条１項）をいう（中小企業地

域資源活用促進法７条１項）。  
注 ３  商標法第７条の２第１項に規定する組合等については、「０１．６３」を参照。  
注 ４  認定計画とは、中小企業地域資源活用促進法第６条第１項の認定に係る地域産業資

源活用事業計画（同法第７条第１項の変更の認定又は同条第２項の規定による変更の

届出があったときは、その変更後のもの）をいう（中小企業地域資源活用促進法７条

３項）。  


